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Ⅰ．機能概要  

 

１．機能概要  

「異動請求書作成機能」には以下の機能があります。  

なお、当該機能については旧日本興亜生命の既契約のみが対象となります。  

＜１＞解約請求書作成機能  

保険証券番号、契約者の住所・氏名や取扱代理店名・課支社名などを、予め印字

した解約請求書を作成する機能です。  

また、契約内容や入力内容から、システム判定にて自動的に必要書類を選んで、

印刷ができます。  

※質権・差押契約の請求書作成はできません。   

※据え置き金がある契約の試算・請求書作成はできません。   

 

＜２＞契約者貸付申込書・請求書作成機能  

保険証券番号、契約者の住所・氏名や取扱代理店名・課支社名などに加え、貸付

利率や貸付限度額を、予め印字した契約者貸付申込書・請求書を作成する機能で

す。また、契約内容や入力内容から、システム判定にて自動的に必要書類を選ん

で、印刷ができます。  

さらに、同一契約者であれば、1請求書で3契約までの貸付請求ができる形式に

なっています。  

※質権・差押契約の請求書作成はできません。   

 

＜３＞請求書作成履歴照会機能  

＜１＞～＜2＞で作成した請求書の作成履歴を30日前まで遡って照会すること

ができます。  

この履歴照会から、請求書の再作成（過去に作成した請求書をそのまま印刷）が

できます。  

 

 ＜４＞その他の機能  

     請求書を作成した保険契約の現況を照会することができます。  

（照会できる項目を絞り込んで表示しています。）  

 

 

２．稼動時間  

9:00～20:00（日曜日・祝日を除く）  

但し、請求書作成履歴照会機能については6:00～24:00 
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Ⅰ．機能概要  

 

３．接続方法  

 

＜１＞旧日本興亜生命代理店システムメニュー画面への遷移  

①  ひまわりオンライントップメニューの保全タブを開き、  

解約/契約者貸付（旧日本興亜生命契約）を押します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②旧日本興亜生命の代理店システム画面へ遷移します。  
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Ⅱ．操作方法  

 

１．解約請求書作成  

（１） 代理店  、 担当者  を選択のうえ、 異動請求書作成  から  解約請求書作成  を

押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （２）「解約請求書作成入力」画面が表示されます。  

    「証券番号・枝番」、「解約事由」、「証券有無」、「同時手続き」、「代理人

請求」、「受取人区分」を入力します。  

入力後に下の  次へ  ボタンを押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  
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Ⅱ．操作方法  

 

＜項目ごとの入力要領＞  

項目名  入力方法  

①証券番号・枝番  
お客さまよりお申出にあった契約の証券番号（11 桁）と、
枝番付き契約の場合に枝番（1 桁）を半角カナ・数字で入力
します。  

②解約事由  

通常は「一般」を選択します。契約者死亡による相続人の請
求は「契約者死亡」、契約者破産による破産管財人からの請
求は「破産」、契約者である法人の解散・清算に伴う清算人
からの請求は、「解散・清算」を選択します。  

③証券有無  
契約者が保険証券をお持ちかについて、「有」、「無（紛失）」、
「不明」いずれかを選択します。  

④同時手続き  
通常は、「無」を選択します。契約の当社に登録されている
契約者名について、改姓、改称、法人代表者変更がある場合
は「有」を選択します。  

⑤代理人請求  
通常は「無」を選択します。契約者の代理人からの請求時は
「有」を選択します。  

⑥受取人区分  
通常は、指定不要です。契約者が個人で国内非居住者の場合
は「非居住者」、外国法人の場合は「外国法人」、公共法人の
場合は「公共法人」を選択します。  
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Ⅱ．操作方法  

 

  （３）「解約請求書作成確認」画面が表示されます。  

     入力した証券番号の契約内容、入力日現在の解約返戻金試算結果、および注意メ

ッセージ・禁止メッセージが表示されます。  

禁止メッセージが表示された場合、当該契約の解約請求書印刷はできません。メ

ッセージの内容に従い対応します。  

表示された契約内容にて、正しい証券番号を入力したか確認します。また表示さ

れた注意メッセージも忘れずに確認します。  

確認後に画面下の  次へ  ボタンを押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メッセージ内容＞  

メッセージの先頭文言で請求書作成可否・注意の区分が表示されます。  

・「解約適当」・・・解約請求書の作成が可能です。  

・「解約注意」・・・解約請求書の作成は可能ですが、既に別の異動を受け付けて

いるなどの理由で、解約返戻金を正確に計算できない場合に

表示されます。この場合、通常同時作成される「解約手続き

のご案内」を作成しません（解約返戻金が表示できないため）

ので注意が必要です。  

・「解約禁止」・・・既に消滅済であるなど、解約ができない場合です。  

                  解約請求書は作成できません。  
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Ⅱ．操作方法  

 

  （４）「解約請求書作成印刷確認」画面が表示されます。  

全ての書類のチェックボックス欄にチェックされていることを確認し、 印刷  ボ

タンを押します。  

「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、  OK  

     ボタンを押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 7 - 

 

Ⅱ．操作方法  

 

   （５）「解約請求書」の印刷イメージが表示されます。  

       印刷終了後は印刷画面を終了させます。個人情報保護の観点からPDFファイル

を保存して個別に保持することは禁止です。  

（本システムでは再印刷に備えて、PDFファイルを30日間保存しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ≪印刷される帳票≫  

＊解約請求書（必ず作成されます）  

＊解約手続きのご案内  

・契約者にお渡しする「お手続きのご案内（解約）」（2ページ）、請求書記入

見本（1ページ）  

・代理店控とする「解約お手続き（代理店様控え）」（2ページ）  

            が作成されます。  

 

 

 

＊念書（契約者死亡時の手続きの場合に作成されます）  

＊質権消滅通知書（質権付契約の場合に作成されます）  

＊委任状（代理人請求の場合に作成されます）  

 

 

 

  

（３）「解約請求書作成確認」画面のメッセージに、「解約注意」と表示され

た場合で解約返戻金計算に問題がある場合は作成されません。  
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Ⅱ．操作方法  

 

２．契約者貸付申込書・請求書作成  

（１）  代理店  、  担当者  を選択のうえ、  異動請求書作成  から  

 契約者貸付請求書作成  を押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （２）「契約者貸付請求書作成入力」画面が表示されます。  

「証券番号・枝番」、「証券有無」、「代理人請求」を入力します。  

入力後に画面下の  次へ  ボタンを押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

②  

③  
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Ⅱ．操作方法  

 

＜項目ごとの入力要領＞  

項目名  入力方法  

①証券番号・枝番  
お客さまよりお申出のあった契約の証券番号（11 桁）と、枝番
付き契約の場合に枝番（1 桁）を半角カナ・数字で入力します。 

②証券有無  
契約者が保険証券をお持ちかについて、「有」、「無（紛失）」、「不
明」いずれかを選択します。  

③代理人請求  
通常は「無」を選択します。契約者の代理人からの請求時は「有」
を選択します。  

 

 

  （３）「契約者貸付請求書作成選択」画面が表示されます。  

     同一契約者の最大3契約までの貸付請求を1請求書で作成できます。そこで（２）

で入力した契約が契約者貸付可能な契約で、かつ同一契約者の貸付適用契約があ

る場合は、契約一覧を表示します（該当しない場合は（４）へ遷移します）。  

2、3件目の契約を選択する場合は、「同時」の欄のチェックボックスにチェッ

クし、「証券有無」欄のプルダウンから「有」、「無（紛失）」、「不明」いず

れかを選択します。（２）で入力した1件のみの場合、この画面は入力不要です。  

選択終了後、画面下の  次へ  ボタンを押します。  
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Ⅱ．操作方法  

 

   （４）「契約者貸付請求書作成確認」画面が表示されます。  

（２）画面で入力した契約、および（３）画面で追加選択した証券番号の契約

内容、入力日現在の貸付限度額と貸付利率の試算結果、さらに契約ごとの注意

メッセージ・禁止メッセージが表示されます。  

選択した契約のうち1件でも禁止メッセージが表示された契約があった場合、

請求書印刷はできません。  

注意・禁止メッセージが表示された契約を作成対象から外す場合は、画面下の    

戻る  ボタンで前に戻り契約を入力・指定し直します。  

この画面で契約が正しく指定されていることを確認し、 次へ  ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜メッセージ内容＞  

契約ごとのメッセージの先頭文言で請求書作成可否・注意の区分が表示されます。  

・「貸付適当」・・・契約者貸付請求書の作成が可能です。  

・「貸付注意」・・・契約者貸付請求書の作成は可能ですが、既に別の異動を受け付

けているなどの理由で、貸付限度額を正確に計算できないとき

に貸付可能額表示をしないことがあります。「貸付注意」の後

に表示されるメッセージを確認します。  

・「貸付禁止」・・・本来は、契約者貸付を受けられる保険種類や契約状態であるに

もかかわらず、最低貸付限度額を満たさないなど、なんらかの

事情で貸付が受けられない場合です。  

                  契約者貸付請求書は作成できません。  
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Ⅱ．操作方法  

 

  （５）「契約者貸付請求書作成印刷確認」画面が表示されます。  

全ての書類のチェックボックス欄にチェックされていることを確認し、  印刷  

ボタンを押します。  

「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、  OK   

ボタンを押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 12 - 

 

Ⅱ．操作方法  

 

  （６）「契約者貸付申込書」の印刷イメージが表示されます。  

     印刷終了後は印刷画面を終了させます。個人情報保護の観点からPDFファイルを

保存して個別に保持することは禁止です。  

（本システムでは再印刷に備えて、PDFファイルを30日間保存しています。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

≪印刷される帳票≫  

＊契約者貸付申込書（契約に初回貸付となる契約が含まれている場合に、作成され  

ます）  

＊契約者貸付請求書（必ず作成されます）  

＊保険証券再発行請求書（保険証券有無で、「無（紛失）」、「不明」を選択した

契約がある場合に、作成されます）  

＊お手続きのご案内（契約者貸付）  

・契約者にお渡しする「お手続きのご案内（契約者貸付）」（２ページ）、  

申込書記入見本・請求書記入見本・契約者貸付に係る約定（各1ページ）  

・代理店控とする「契約者貸付お手続き（代理店様控）」（２ページ）  

が作成されます。  

 

 

 

 

＊委任状（代理人請求の場合に作成されます）  

 

  

（４）「契約者貸付請求書作成確認」画面のメッセージに、「貸付注意」と表示

され、貸付限度額の計算ができない旨のメッセージが続けて表示された場合

は作成されません。メッセージを十分確認します。  
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Ⅱ．操作方法  

 

3．請求書作成履歴照会機能  

 （１）履歴一覧  

①  代理店  、  担当者  を選択のうえ、  異動請求書作成  から  請求書作成履歴  を

押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②「異動請求書作成履歴」画面が表示されます。  

     請求書作成の履歴が、作成日時の新しいものから順に表示されます。  
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Ⅱ．操作方法  

 

 （２）履歴の検索  

     条件設定により履歴を絞り込んで表示できます。絞り込み条件の入力欄があり

ますので条件を入力し、 検索  ボタンを押すと、絞り込み結果が表示されます。 

絞り込み条件は  ①～⑥の６種類です。複数条件を指定した場合は、すべての

条件を満たす履歴を表示します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜項目ごとの入力要領＞  

項目名  入力方法  

①代理店コード  5 桁の半角英数字で入力します。  

②請求書作成年月日  西暦 8 桁を半角数字で入力し、範囲指定します。  

③異動種類  解約、契約者貸付のどちらかを選択します。  

④証券番号  
11 桁の半角カナ数字を入力してください。枝番がある場合
は、11 桁の後に半角ハイフン“-”と枝番を入力します  

⑤契約者氏名カナ  半角カナ入力します。  

⑥担当者  
旧日本興亜生命の代理店システム上に登録している担当者
（募集人）の名を入力します。  

⑦本案件の担当部門  自部門案件、CC 依頼案件のどちらかを選択します。  

 

 

 

 

 

 

 

  

①  ②  ③  

④  
⑤  ⑥  

⑦  
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Ⅱ．操作方法  

 

 （３）請求書再印刷機能  

    ①履歴画面から作成した請求書の再印刷ができます。「異動種類」欄の青字で表示

されている異動名称を押します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②請求書を作成した時点の契約現況が表示されます。  次へ  ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この機能は過去に作成した請求書をそのまま再印刷する機能です。  

現在の契約状況を反映した請求書が必要な場合は新たに作成します。  
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Ⅱ．操作方法  

 

    ③各異動請求書の印刷確認画面が表示されます。  

再印刷が必要な書類のみ、チェックボックス欄にチェックされていることを確  

認し、  印刷  ボタンを押します。  

 印刷  ボタンを押すと、「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示

されますので  ＯＫ  ボタンを押してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要な書類に絞っての再印刷ができます。  

再印刷時に再印刷不要の帳票がある場合、当該書類名のチェックを外して       

印刷ボタンを押します。  
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お問い合わせ先  

 

パスワードを忘れたとき、パスワードロックがかかったとき  

 

パスワード回復の方法は2種類あります。  

①  ログオン画面の「パスワードを忘れた方」を押して、次の画面で「秘密の質問」

「質問の答え」を含む必要事項を入力するとパスワードが初期化されるので、新

しいパスワードを設定してください。  

②  ログオン画面の「パスワードを忘れた方」を押して、次の画面で必要事項を入力

し、「仮パスワード発行」を選択すると、登録されているメールアドレスに仮パ

スワードが送信されます。仮パスワードで再度ログインして新しいパスワードを

設定してください。  

・「秘密の質問」「質問の答え」が不明でかつ仮パスワード発行用のメールアドレ

スが登録されていない場合は、当社の担当営業店に「パスワード回復依頼」をし

てください。  

（社内通信欄）  

営業店はNotesの「パスワード回復依頼ＤＢ（ひまわりＯＬ用）」でパスワード

の初期化を依頼してください。  

上記以外に関するお問い合わせ先  

 

【損保ジャパン代理店システムユーザーデスク】  

※名称は「損保ジャパン代理店システムユーザーデスク」ですが、ひまわりオン

ラインの操作に関してもお問い合わせいただけます。  

 

 

０１２０-１１５-５６５（フリーダイヤル）  

携帯電話からは  ０８７－８８３－８３５１  
（お問合せメニュー：生保「３」を選択）  

 

 

０４２-５２６-８４５２  

 

 

●平  日  ９：００～１８：００  

●土曜日  ９：００～１７：００  

●日祝日  ご利用いただけません  

 利用可能時間  

 電  話  番  号  

 F A X 番  号  

201９．０３改訂  


